[bookmark: _GoBack]いｒ桶川市内認定農業者の農業用機械等の購入を支援します！
桶川市認定農業者支援事業補助金について



桶川市認定農業者が購入する農業用機械等の費用の一部を補助することで認定農業者の営農を支援し、農業の振興と農地の保全を図ることを目的として、予算の範囲内で桶川市認定農業者支援事業補助金を交付いたします。　〔令和８年度予算額　２４０万円〕
1 補助金の概要

対象となる方
市内に住所を有する認定農業者 ※市税を滞納していない方に限ります。

補助対象農業用機械等
次に掲げる農作業等に関し必要な農業用機械等のうち、購入費用が１万円以上のものとなります。
① 耕うん、整地、栽培、管理、収穫及び調整
〔例：トラクター、耕運機、田植機、野菜移植機、播種機、管理機、噴霧機（防除用）、草刈機、動力
ポンプ、コンバイン、モアー、乾燥機、籾摺り機、選別機等〕
② 酪農関連　〔例：フォレージハーベスター、ベーラ等〕
③ 果樹・花き関連　〔例：スピードスプレヤー（ＳＳ）、電動剪定ばさみ等〕
④ その他農業の推進に資するもの　〔スマート農業関連、六次産業化関連等〕

支援の内容
次の①、②のうち、少ない額となります。
① 補助対象経費の２分の１（千円未満切り捨て）
② ３０万円

2 令和８年度の申請手続き

申請期間
令和８年５月１８日（月）から令和８年６月３０日（火）まで
※申請金額の合計が予算額を上回った場合は、くじによる抽選により交付決定の順位を決定いたします。
　申請金額の合計が予算額に満たなかった場合は、令和８年７月６日以降、先着順により受付いたします。

[image: ]申請時添付書類
① カタログ等の写し
② 見積書の写し

申請時の注意
①複数の機器を同時に申請することもできます。
②申請は１年度毎に１回を限度とします。
問い合わせ
桶川市環境経済部　農政課

　TEL　048-788-4932
 Mail nousei@city.okegawa.lg.jp
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①補助金交付申請書提出（様式第１号）

②交付（不交付）決定通知書（様式第２号）

農業用機械等購入

③実績報告書（様式第４号）

④額確定通知書（様式第５号）

⑤請求書（様式第６号）

⑥指定の口座へ補助金振り込み
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